
御嶽宿わいわい館ブラッシュアップ業務委託仕様書 

 

 

１ 業務の名称 

御嶽宿わいわい館ブラッシュアップ業務委託 

 

２ 業務の目的 

本業務は、御嶽宿わいわい館（岐阜県可児郡御嵩町御嵩 1554 番地 1）のブラッシュアップ

（以下、「ブラッシュアップ」という。）を進めるにあたり、施設及び設備に求められる機能

や内容を整理・検討した上で、中山道等を散策する来訪者への「おもてなし」と、御嵩町の特

産品「みたけのええもん」を活用した観光施設としてブラッシュアップを実施することを目的

とする。 

 

３ 業務の期間 

契約締結日から令和７年２月１０日まで 

 

４ 提案（見積）上限額 

本事業に係る費用の上限は、１，７１６，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上 

限とする。 

 

５ ブラッシュアップの基本方針及びコンセプト 

  本業務は、次の基本方針及びコンセプトに基づいてブラッシュアップを実施するものとする。 

【基本方針】 

中山道御嶽宿らしさと、ほっと一息つけるおもてなし空間 

  【コンセプト】 

中山道等を散策する来訪者への「おもてなし」と、御嵩町の特産品「みたけのええもん」 

を活用した観光施設としての空間づくり 

 

６ 業務の内容 

  受注者は前項の基本方針及びコンセプトを踏まえたうえで、次の業務を実施する。 

（１）現地調査等 

ア．ブラッシュアップに関して必要な現地調査及びニーズ調査を行うことで、御嵩町域の周辺

環境や歴史を取り巻く現状及び課題の把握並びに必要な方策等を検討し、分析を実施する。 

（２）ディスプレイコーディネート 

ア．現地調査及びニーズ調査による課題の把握を行ったうえで、必要とされるディスプレイコ

ーディネートを具体的に検討及び実施することで、誘客促進に資するよう工夫すること。 

イ．施設の設備及び状況等を把握し、基本方針ならびにコンセプトを踏まえたうえで、ブラッ

シュアップを実現するために必要な機能等を整理し、ゾーニング、サービス等を利用者の目

線に立って実施すること。 

（３）新商品開発 

ア．施設の設備、状況等を把握し、基本方針及びコンセプトを踏まえながら、ブラッシュアッ

プを実現するために必要な内容を整理したうえで、２～４点程度の新商品開発（既存商品の



改良及び新メニュー開発を含む）を実施する。 

イ．新商品の開発にあたっては、「みたけのええもん」の活用又は「みたけのええもん」の認

定基準を満たすよう努めるものとする。 

ウ．新商品は、地域における展開が可能なものになるよう努めるものとする。 

エ．近年増加しつつある外国人来訪者に対してのおもてなしを視野に入れ、ブラッシュアップ

をはかるものとする。 

オ．ブラッシュアップを通じて、対外的なプロモーションや効果的な広報ができるよう努める

ものとする。 

（４）打ち合わせ協議 

ア．本業務を適正にかつ円滑に行うため、受注者と発注者は定期的に打ち合わせを行い、業務

方針、条件等の疑義を正すものとする。 

 

７ 権利義務 

  受注者は、本業務の契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、継承させてはなら

ない。ただし、本町の承認を得た場合はこの限りではない。 

 

８ 検査 

  受注者は、本業務完了に際して業務完了届及び事業実績報告書に次の成果品１部及び電子デ

ータを提出して、検査を受けなければならない。 

（１）現地調査による現状及び課題、方策の検討、分析をおこなった成果をまとめた資料 

（２）ディスプレイコーディネートの成果及び完成写真 

（３）新開発商品に関する成果品（レシピ等） 

（４）その他町が求めたもの 

 

９ 守秘義務 

（１）本業務において知り得た個人情報については、受注者の責任において厳重に管理するとと 

もに、他に漏らしてはならない。業務完了後も同様とし、この業務に携わる従事者全員に徹 

底させることとする。 

（２）受注者は事業実施にあたり、収集する個人情報について、御嵩町に情報提供することを事 

前に説明し同意を得ること。 

（３）事業実施にあたり収集した個人情報は御嵩町に帰属するものとし、御嵩町の指示に従い提 

供すること。 

（４）ここに定めないことについては、別紙「個人情報取扱特記事項」に定める。 

 

10 その他 

（１）業務内容は概要を示したものであり、業務の実施にあたっては、発注者と十分に協議する 

こと。 

（２）本業務において作成した成果物及び策定段階におけるデータ等に関する権利並びに著作物

等に関する一切の権利は、御嵩町に帰属するものとする。 

（３）本業務の実施にあたり疑義が生じたとき、及び本仕様書並びに関係法令に記載のない事項 

については、御嵩町と協議のうえ実施するものとする。 


